
 

株式会社スペアドローン 利⽤規約 
 
1. 約款の概要 

本約款は、株式会社スペアドローン（以下「甲」とします）がドローンレンタルの利⽤
者である法⼈または個⼈、各種団体等（以下「⼄」とします）と、甲の間における、甲
が提供するレンタル利⽤に対する全ての関係に対して適⽤します。 
⼄は甲のレンタルを申し込む前には必ず本約款内容を確認し、申し込みを⾏う際は本
約款を承諾したものとします。 
本約款内容は予告なく内容を変更する事があります。 
 

2. レンタル期間 
◆レンタル機材が⼄が指定⽇（お⼿元に届いた⽇）から⼄がレンタル機材を甲宛てに発
送した⽇までをレンタル期間とします。 
◆レンタル機材はご指定⽇の前⽇までに⼄が指定された⽇本国内に限る送付先にお届
けします。ただし、配送先について、甲が適切でないと判断した場合はお断りする場合
があります。 
 

3. レンタル機材発送 
◆レンタル機材の返却は⼄が最終⽇と指定した⽇の翌⽇に⼄が発送にてしていただき
ます。 
◆レンタル機材に同梱している甲が指定する運送業者指定の着払い伝票をご利⽤くだ
さい。甲指定の運送業者へレンタル機材の集荷もしくは持込等は⼄にてしていただき
ご返却ください。⼄の都合により、甲指定の運送業者を使⽤しなかった場合は、送料、
運送事故等に対する⼀切の責任は⼄の負担となります。 
◆レンタル機材発送先（⽇本国外、災害地、離島等）について、甲が不適当と判断した
場合は、レンタルご利⽤をお断りさせていただく場合があります。 
◆レンタル機材の返却忘れがあった場合は、全てお客様ご負担にて甲へ返却ください。 
◆甲もしくは運送業者の不備や輸送中トラブル、天災等予期せぬ事故により、⼄にレン

タル機材が届かなかった場合は甲⼄協議のうえ対応します。 
 

4. レンタル機材キャンセルについて 
キャンセルポリシーはいかなる場合でも下記とします。 
◆レンタル開始⽇ 1 週間〜3 ⽇前・・・合計決済代⾦の 30％ 
◆レンタル開始⽇ 3 ⽇前〜前⽇ ・・・合計決済代⾦の 50％ 
◆レンタル開始当⽇・・・・・・・・・合計決済代⾦の 100％ 

 



5. レンタル機材延⻑
◆レンタル機材をレンタル期間延⻑のご希望の場合は、1 ⽇ 5,000 円もしくは各レンタ
ル品につき 20％の追加料⾦をいただきます。
◆レンタル最終⽇にレンタル機材をご返送いただけない場合、レンタル機材延⻑扱い
とさせていただき、1 ⽇につき 5,000 円の延滞追加料⾦をいただきます。
◆レンタル機材を延⻑する場合、レンタル機材に空き状況がない場合は延⻑をお断り
する場合がございます。

6. レンタル機材全般について
◆甲が⼄に貸与するすべてのレンタル機材を使⽤して起こる事故、物損、怪我、損害等
はいかなる場合でも⼀切の責任を負いません。

◆レンタル機材到着後、レンタル機材内容物確認、レンタル機材動作確認をしてくださ
い。万が⼀、レンタル機材内容物⽋品、レンタル機材が動作しない等の不具合が発⽣し
た場合は、レンタル開始⽇当⽇中にメールにてご連絡ください。⼄との協議の上、代替
え品発送もしくは返⾦にて対応させていただきます。

◆受付時間を過ぎた、動作不具合、⽋品、故障等の連絡を怠った場合は⼀切の責任を⼄
に帰するものとみなします。

◆甲が提供するレンタル機材（全般）不具合においてお客様が作成された成果物へ影響
が出た場合でも甲は⼀切の責任を負いません。

◆甲が提供するレンタル機材にて作成した映像にてトラブルを招いても⼀切の責任は
⼄が負うものとします。

7．レンタル機材補償
◆甲が提供するドローン機体には東京海上⽇動⽕災保険株式会社の産業⽤無⼈ヘリコ

プター総合保険に加⼊しておりますので、万が⼀の事故が発⽣した場合、保険契約
内容に準じた補償を受ける事ができます。

◆補償にいては、甲が貸与した製品にのみ摘要です。⼄及び第三者（⾝体、資産、物
品の損失・損害に対しての補償はありません。

◆万が⼀の賠償については、ラジコン保険、個⼈賠償責任保険、施設賠償責任保険、
その他各種保険の付帯特約など、⼄にてご準備もしくは甲が進める保険に加⼊する
などの準備をお願いします。 



 

8．レンタル機材 紛失・破損 
  ◆レンタル機材全般における紛失につきましては、いかなる場合（⽔没、⾏⽅不明、盗

難等）でも別途機体購⼊代⾦をお⽀払いいただきます。 
 
9．損害補償 
  ◆甲が⼄に対して責任を負うべき損害を与えた場合、⼄が甲に⽀払った代⾦の返⾦に

て賠償責任を果たしたものとします。その他の場合、甲が提供するレンタルにおいて
発⽣した損害については、⼀切損害場所はいたしません。 

  ◆甲のレンタルサービスにおいて、いかなる過失及び故意にて損害を与えた場合は責
任並びに債務を負うものとします。 

  ◆甲が提供したレンタル機材を利⽤による映像記録情報等の不具合や消失等に関して
は、甲は⼀切の責任を負いません。 

 
 


